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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】クランプ力制限機構を有する止血鉗子型超音波
手術用器具を提供する。
【解決手段】器具は、第１シャフト部材と、第１シャフ
ト部材から遠位に延在する顎部材と、第２のシャフト部
材と、第２のシャフト部材から遠位に延在し顎部材に対
向するように位置付けられた超音波ブレードと、離間位
置と近接位置との間でのシャフト部材の移動により顎部
材及び超音波ブレードがそれらの間に組織をクランプす
るために開放位置とクランプ位置との間で移動するよう
にシャフト部材を互いに動作可能に連結する力制限ヒン
ジアセンブリと、を備える。力制限ヒンジアセンブリは
、シャフト部材のうちの一方にその第１の端部において
固定的に係合されシャフト部材の他方にその第２の端部
において枢動可能に連結されているヒンジアームを含む
。ヒンジアームは、屈曲して顎部材と超音波ブレードと
の間にクランプされた組織に加えられるクランプ力を調
節するように構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波手術用器具であって、
　第１のシャフト部材と、
　前記第１のシャフト部材から遠位に延在する顎部材と、
　第２のシャフト部材と、
　前記第２のシャフト部材から遠位に延在し、前記顎部材に対向するように位置付けられ
ている超音波ブレードと、
　離間位置と近接位置との間での前記第１のシャフト部材及び前記第２のシャフト部材の
互いに対する移動により、前記顎部材及び前記超音波ブレードが、それらの間に組織をク
ランプするために開放位置とクランプ位置との間で互いに対して移動するように、前記第
１のシャフト部材及び前記第２のシャフト部材を互いに動作可能に連結する力制限ヒンジ
アセンブリと、を備え、前記力制限ヒンジアセンブリが、前記第１のシャフト部材又は前
記第２のシャフト部材のうちの一方にその第１の端部において固定的に係合され、前記第
１のシャフト部材又は前記第２のシャフト部材の他方にその第２の端部において枢動可能
に連結されているヒンジアームを含み、前記ヒンジアームが屈曲して、前記顎部材と前記
超音波ブレードとの間にクランプされた組織に加えられるクランプ力を調節するように構
成されている、超音波手術用器具。
【請求項２】
　前記ヒンジアームの前記第１の端部が前記第２のシャフト部材と固定的に係合されてお
り、前記ヒンジアームの前記第２の端部が、前記第１のシャフト部材に枢動可能に連結さ
れている、請求項１に記載の超音波手術用器具。
【請求項３】
　前記ヒンジアームの前記第１の端部が、前記第１のシャフト部材又は前記第２のシャフ
ト部材のうちの１つと一体的に形成される、請求項１に記載の超音波手術用器具。
【請求項４】
　ピボットピンが、前記ヒンジアームの前記第２の端部を前記第１のシャフト部材又は前
記第２のシャフト部材の他方と枢動可能に連結する、請求項１に記載の超音波手術用器具
。
【請求項５】
　前記ヒンジアームが弾性的に可撓性である、請求項１に記載の超音波手術用器具。
【請求項６】
　前記顎部材が、構造体と、前記構造体上に支持された組織パッドと、を含む、請求項１
に記載の超音波手術用器具。
【請求項７】
　前記第２のシャフト部材によって支持されるトランスデューサ及び導波管アセンブリを
更に備え、前記トランスデューサ及び導波管アセンブリは、超音波トランスデューサと、
前記超音波トランスデューサに連結され、前記超音波トランスデューサから遠位に延在す
る超音波導波管と、を含み、前記超音波ブレードが、前記超音波導波管の遠位端に画定さ
れる、請求項１に記載の超音波手術用器具。
【請求項８】
　前記トランスデューサ及び導波管アセンブリが、前記第２のシャフト部材から取り外し
可能である、請求項７に記載の超音波手術用器具。
【請求項９】
　前記第１のシャフト部材及び前記第２のシャフト部材のそれぞれが、その近位端に向か
って配置されたハンドルを含み、前記ハンドルは、前記第１のシャフト部材及び前記第２
のシャフト部材の、前記離間位置と前記接近位置との間での互いに対する移動を容易にす
るように構成されている、請求項１に記載の超音波手術用器具。
【請求項１０】
　前記第２のシャフト部材上に配設された起動ボタンを更に備え、前記起動ボタンが、前



(3) JP 2019-213849 A 2019.12.19

10

20

30

40

50

記超音波ブレードに超音波エネルギーを供給するために選択的に起動可能である、請求項
１に記載の超音波手術用器具。
【請求項１１】
　前記ヒンジアームが、前記顎部材と前記超音波ブレードとの間にクランプされた組織に
加えられるクランプ力を、前記クランプ力が最大クランプ力を超えることを阻止するよう
に屈曲することによって調節する、請求項１に記載の超音波手術用器具。
【請求項１２】
　超音波手術用器具であって、
　シャフト部分と、前記シャフト部分から遠位に延在する顎部材と、を含む、第１のシャ
フト部材と、
　トランスデューサ及び導波管アセンブリを支持する第２のシャフト部材であって、前記
トランスデューサ及び導波管アセンブリが、超音波トランスデューサと、前記超音波トラ
ンスデューサに連結され、前記超音波トランスデューサから遠位に延在する超音波導波管
とを含み、超音波ブレードが、前記超音波導波管の遠位端に画定され、前記顎部材に対向
するように位置付けられている、第２のシャフト部材と、
　離間位置と近接位置との間での前記第１のシャフト部材及び前記第２のシャフト部材の
互いに対する移動により、前記顎部材及び前記超音波ブレードが、それらの間に組織をク
ランプするために開放位置とクランプ位置との間で互いに対して移動するように、前記第
１のシャフト部材及び前記第２のシャフト部材を互いに動作可能に連結する力制限ヒンジ
アセンブリと、を備え、前記力制限ヒンジアセンブリが、前記第２のシャフト部材にその
第１の端部において固定的に係合され、前記第１のシャフト部材にその第２の端部におい
て枢動可能に連結されているヒンジアームを含み、前記ヒンジアームが屈曲して、前記顎
部材と前記超音波ブレードとの間にクランプされた組織に加えられるクランプ力を調節す
るように構成されている、超音波手術用器具。
【請求項１３】
　前記ヒンジアームの前記第１の端部が、前記第２のシャフト部材と一体的に形成される
、請求項１２に記載の超音波手術用器具。
【請求項１４】
　ピボットピンが、前記ヒンジアームの前記第２の端部を前記第１のシャフト部材と枢動
可能に連結する、請求項１２に記載の超音波手術用器具。
【請求項１５】
　前記ヒンジアームが弾性的に可撓性である、請求項１２に記載の超音波手術用器具。
【請求項１６】
　前記顎部材が、構造体と、前記構造体上に支持された組織パッドと、を含む、請求項１
２に記載の超音波手術用器具。
【請求項１７】
　前記トランスデューサ及び導波管アセンブリが、前記第２のシャフト部材から取り外し
可能である、請求項１２に記載の超音波手術用器具。
【請求項１８】
　前記第１のシャフト部材及び前記第２のシャフト部材のそれぞれが、その近位端に向か
って配置されたハンドルを含み、前記ハンドルは、前記第１のシャフト部材及び前記第２
のシャフト部材の、前記離間位置と前記接近位置との間の互いに対する移動を容易にする
ように構成されている、請求項１２に記載の超音波手術用器具。
【請求項１９】
　前記第２のシャフト部材上に配設された起動ボタンを更に備え、前記起動ボタンが、前
記超音波ブレードに超音波エネルギーを供給するために選択的に起動可能である、請求項
１２に記載の超音波手術用器具。
【請求項２０】
　前記ヒンジアームが、前記顎部材と前記超音波ブレードとの間にクランプされた組織に
加えられるクランプ力を、前記クランプ力が最大クランプ力を超えることを阻止するよう
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に屈曲することによって調節する、請求項１２に記載の超音波手術用器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、超音波手術用器具に関し、より具体的には、クランプ力を最大クランプ力に
制限するように構成されている止血鉗子型超音波手術用器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波手術用器具は超音波エネルギー、すなわち超音波振動を利用して組織の処置を行
う。より具体的には、超音波手術用器具は、超音波周波数で伝達された機械振動エネルギ
ーを利用して、止血をもたらす組織の凝固、焼灼、融着、封止、切開、乾燥、及び／又は
電気破壊を行う。
【０００３】
　超音波手術用器具は、典型的には、超音波手術用器具のハンドルに連結され、導波管に
沿って超音波エネルギーで組織を治療するように設計された超音波手術用器具のエンドエ
フェクタに伝達するための超音波エネルギーを生成するように構成されている、トランス
デューサを利用する。トランスデューサは、超音波手術用器具のハンドル上又はハンドル
内に搭載される超音波発生器によって駆動され、又は、例えば、手術用ケーブルを介して
超音波手術用器具に接続されたセットトップボックスとして遠隔配置され得る。超音波手
術用器具のエンドエフェクタは、組織に適用するために導波管からの超音波エネルギーを
受容するブレードと、ブレードと顎部材との間に組織をクランプしてその治療を容易にす
るように構成されている顎部材と、を含んでもよい。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　ここで用いる用語「遠位」は、使用者からより遠くにあると記載されている部分を意味
し、また、「近位」は、使用者により近くにあると記載されている部分を意味する。更に
、本明細書に記載される態様のいずれか又は全ては、矛盾しない範囲で、本明細書に記載
される他の態様のいずれか又は全てと組み合わせて使用されてもよい。
【０００５】
　本開示の態様によれば、第１シャフト部材と、第１シャフト部材から遠位に延在する顎
部材と、第２のシャフト部材と、第２のシャフト部材から遠位に延在し、顎部材に対向す
るように位置付けられた超音波ブレードと、離間位置と近接位置との間での第１のシャフ
ト部材及び第２のシャフト部材の互いに対する移動により、顎部材及び超音波ブレードが
、それらの間に組織をクランプするために開放位置とクランプ位置との間で互いに対して
移動するように、第１のシャフト部材及び第２のシャフト部材を互いに動作可能に連結す
る力制限ヒンジアセンブリと、を備える、超音波手術用器具が提供される。力制限ヒンジ
アセンブリは、第１のシャフト部材又は第２のシャフト部材のうちの一方にその第１の端
部において固定的に係合され、第１のシャフト部材又は第２のシャフト部材の他方にその
第２の端部において枢動可能に連結されている、ヒンジアームを含む。ヒンジアームは、
屈曲して、顎部材と超音波ブレードとの間にクランプされた組織に加えられるクランプ力
を調節するように構成されている。
【０００６】
　本開示の一態様では、ヒンジアームの第１の端部は、第２のシャフト部材に固定的に係
合され、ヒンジアームの第２の端部は、第１のシャフト部材に枢動可能に連結される。
【０００７】
　本開示の別の態様では、ヒンジアームの第１の端部は、第１のシャフト部材又は第２の
シャフト部材のうちの１つと一体的に形成される。
【０００８】
　本開示の更に別の態様では、ピボットピンは、ヒンジアームの第２の端部を第１のシャ
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フト部材又は第２のシャフト部材の他方と枢動可能に連結する。
【０００９】
　本開示のなお別の態様では、ヒンジアームは、弾性的に可撓性である。
【００１０】
　本開示の更になお別の態様では、顎部材は、構造体と、構造体上に支持された組織パッ
ドと、を含む。
【００１１】
　本開示の別の態様では、トランスデューサ及び導波管アセンブリは、第２のシャフト部
材によって支持される。トランスデューサ及び導波管アセンブリは、超音波トランスデュ
ーサと、超音波トランスデューサに連結され、超音波トランスデューサから遠位に延在す
る超音波導波管と、を含む。超音波ブレードは、超音波導波管の遠位端に画定される。
【００１２】
　本開示の別の態様では、トランスデューサ及び導波管アセンブリは、第２のシャフト部
材から取り外し可能である。
【００１３】
　本開示のなお別の態様では、第１のシャフト部材及び第２のシャフト部材のそれぞれは
、その近位端に向かって配設されたハンドルを含む。ハンドルは、第１のシャフト部材及
び第２のシャフト部材の、離間位置と近接位置との間の互いに対する移動を容易にするよ
うに構成されている。
【００１４】
　本開示の更に別の態様では、起動ボタンは、第２のシャフト部材上に配設される。起動
ボタンは、超音波ブレードに超音波エネルギーを供給するために選択的に起動可能である
。
【００１５】
　本開示の更になお別の態様では、ヒンジアームは、顎部材と超音波ブレードとの間にク
ランプされた組織に加えられるクランプ力を、クランプ力が最大クランプ力を超えること
を阻止するように屈曲することによって調節する。
【００１６】
　本開示の態様によって提供される別の超音波手術用器具は、シャフト部分及びシャフト
部分から遠位に延在する顎部材を含む第１のシャフト部材と、トランスデューサ及び導波
管アセンブリを支持する第２のシャフト部材と、力制限ヒンジアセンブリと、を備える。
トランスデューサ及び導波管アセンブリは、超音波トランスデューサと、超音波トランス
デューサに連結され、超音波トランスデューサから遠位に延在する超音波導波管と、を含
む。超音波ブレードは、超音波導波管の遠位端に画定され、顎部材に対向するように位置
付けられる。力制限ヒンジアセンブリは、離間位置と近接位置との間での第１のシャフト
部材及び第２のシャフト部材の移動により、顎部材及び超音波ブレードが、それらの間に
組織をクランプするために開放位置とクランプ位置との間で互いに対して移動するように
、第１のシャフト部材及び第２のシャフト部材を互いに動作可能に連結する。力制限ヒン
ジアセンブリは、第２のシャフト部材にその第１の端部において固定的に係合され、第１
のシャフト部材にその第２の端部において枢動可能に連結されている、ヒンジアームを含
む。ヒンジアームは、屈曲して、顎部材と超音波ブレードとの間にクランプされた組織に
加えられるクランプ力を調節するように構成されている。超音波手術用器具は、上述又は
本明細書の別の場所に詳述される他の態様及び／又は特徴のうちのいずれかを更に含んで
もよい。
例えば、本願は以下の項目を提供する。
（項目１）
　超音波手術用器具であって、
　第１のシャフト部材と、
　上記第１のシャフト部材から遠位に延在する顎部材と、
　第２のシャフト部材と、
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　上記第２のシャフト部材から遠位に延在し、上記顎部材に対向するように位置付けられ
ている超音波ブレードと、
　離間位置と近接位置との間での上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材の
互いに対する移動により、上記顎部材及び上記超音波ブレードが、それらの間に組織をク
ランプするために開放位置とクランプ位置との間で互いに対して移動するように、上記第
１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材を互いに動作可能に連結する力制限ヒンジ
アセンブリと、を備え、上記力制限ヒンジアセンブリが、上記第１のシャフト部材又は上
記第２のシャフト部材のうちの一方にその第１の端部において固定的に係合され、上記第
１のシャフト部材又は上記第２のシャフト部材の他方にその第２の端部において枢動可能
に連結されているヒンジアームを含み、上記ヒンジアームが屈曲して、上記顎部材と上記
超音波ブレードとの間にクランプされた組織に加えられるクランプ力を調節するように構
成されている、超音波手術用器具。
（項目２）
　上記ヒンジアームの上記第１の端部が上記第２のシャフト部材と固定的に係合されてお
り、上記ヒンジアームの上記第２の端部が、上記第１のシャフト部材に枢動可能に連結さ
れている、上記項目に記載の超音波手術用器具。
（項目３）
　上記ヒンジアームの上記第１の端部が、上記第１のシャフト部材又は上記第２のシャフ
ト部材のうちの１つと一体的に形成される、上記項目のいずれか一項に記載の超音波手術
用器具。
（項目４）
　ピボットピンが、上記ヒンジアームの上記第２の端部を上記第１のシャフト部材又は上
記第２のシャフト部材の他方と枢動可能に連結する、上記項目のいずれか一項に記載の超
音波手術用器具。
（項目５）
　上記ヒンジアームが弾性的に可撓性である、上記項目のいずれか一項に記載の超音波手
術用器具。
（項目６）
　上記顎部材が、構造体と、上記構造体上に支持された組織パッドと、を含む、上記項目
のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（項目７）
　上記第２のシャフト部材によって支持されるトランスデューサ及び導波管アセンブリを
更に備え、上記トランスデューサ及び導波管アセンブリは、超音波トランスデューサと、
上記超音波トランスデューサに連結され、上記超音波トランスデューサから遠位に延在す
る超音波導波管と、を含み、上記超音波ブレードが、上記超音波導波管の遠位端に画定さ
れる、上記項目のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（項目８）
　上記トランスデューサ及び導波管アセンブリが、上記第２のシャフト部材から取り外し
可能である、上記項目のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（項目９）
　上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材のそれぞれが、その近位端に向か
って配置されたハンドルを含み、上記ハンドルは、上記第１のシャフト部材及び上記第２
のシャフト部材の、上記離間位置と上記接近位置との間での互いに対する移動を容易にす
るように構成されている、上記項目のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（項目１０）
　上記第２のシャフト部材上に配設された起動ボタンを更に備え、上記起動ボタンが、上
記超音波ブレードに超音波エネルギーを供給するために選択的に起動可能である、上記項
目のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（項目１１）
　上記ヒンジアームが、上記顎部材と上記超音波ブレードとの間にクランプされた組織に
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加えられるクランプ力を、上記クランプ力が最大クランプ力を超えることを阻止するよう
に屈曲することによって調節する、上記項目のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（項目１２）
　超音波手術用器具であって、
　シャフト部分と、上記シャフト部分から遠位に延在する顎部材と、を含む、第１のシャ
フト部材と、
　トランスデューサ及び導波管アセンブリを支持する第２のシャフト部材であって、上記
トランスデューサ及び導波管アセンブリが、超音波トランスデューサと、上記超音波トラ
ンスデューサに連結され、上記超音波トランスデューサから遠位に延在する超音波導波管
とを含み、超音波ブレードが、上記超音波導波管の遠位端に画定され、上記顎部材に対向
するように位置付けられている、第２のシャフト部材と、
　離間位置と近接位置との間での上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材の
互いに対する移動により、上記顎部材及び上記超音波ブレードが、それらの間に組織をク
ランプするために開放位置とクランプ位置との間で互いに対して移動するように、上記第
１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材を互いに動作可能に連結する力制限ヒンジ
アセンブリと、を備え、上記力制限ヒンジアセンブリが、上記第２のシャフト部材にその
第１の端部において固定的に係合され、上記第１のシャフト部材にその第２の端部におい
て枢動可能に連結されているヒンジアームを含み、上記ヒンジアームが屈曲して、上記顎
部材と上記超音波ブレードとの間にクランプされた組織に加えられるクランプ力を調節す
るように構成されている、超音波手術用器具。
（項目１３）
　上記ヒンジアームの上記第１の端部が、上記第２のシャフト部材と一体的に形成される
、上記項目のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（項目１４）
　ピボットピンが、上記ヒンジアームの上記第２の端部を上記第１のシャフト部材と枢動
可能に連結する、上記項目のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（項目１５）
　上記ヒンジアームが弾性的に可撓性である、上記項目のいずれか一項に記載の超音波手
術用器具。
（項目１６）
　上記顎部材が、構造体と、上記構造体上に支持された組織パッドと、を含む、上記項目
のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（項目１７）
　上記トランスデューサ及び導波管アセンブリが、上記第２のシャフト部材から取り外し
可能である、上記項目のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（項目１８）
　上記第１のシャフト部材及び上記第２のシャフト部材のそれぞれが、その近位端に向か
って配置されたハンドルを含み、上記ハンドルは、上記第１のシャフト部材及び上記第２
のシャフト部材の、上記離間位置と上記接近位置との間の互いに対する移動を容易にする
ように構成されている、上記項目のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（項目１９）
　上記第２のシャフト部材上に配設された起動ボタンを更に備え、上記起動ボタンが、上
記超音波ブレードに超音波エネルギーを供給するために選択的に起動可能である、上記項
目のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（項目２０）
　上記ヒンジアームが、上記顎部材と上記超音波ブレードとの間にクランプされた組織に
加えられるクランプ力を、上記クランプ力が最大クランプ力を超えることを阻止するよう
に屈曲することによって調節する、上記項目のいずれか一項に記載の超音波手術用器具。
（摘要）
超音波手術用器具は、第１シャフト部材と、第１シャフト部材から遠位に延在する顎部材
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と、第２のシャフト部材と、第２のシャフト部材から遠位に延在し、顎部材に対向するよ
うに位置付けられた超音波ブレードと、離間位置と近接位置との間でのシャフト部材の移
動により、顎部材及び超音波ブレードが、それらの間に組織をクランプするために開放位
置とクランプ位置との間で移動するように、シャフト部材を互いに動作可能に連結する力
制限ヒンジアセンブリと、を備える。力制限ヒンジアセンブリは、シャフト部材のうちの
一方にその第１の端部において固定的に係合され、シャフト部材の他方にその第２の端部
において枢動可能に連結されている、ヒンジアームを含む。ヒンジアームは、屈曲して、
顎部材と超音波ブレードとの間にクランプされた組織に加えられるクランプ力を調節する
ように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
　本開示の上述及びその他の態様並びに特徴は、添付の図面と共に以降の詳細な説明を考
慮することでより明白となる。添付の図面において、同様の参照符号は類似又は同一の要
素を識別する。
【００１８】
【図１】本開示により提供される止血鉗子型超音波手術用器具の側面図である。
【００１９】
【図２】図１の超音波手術用器具のトランスデューサ及び導波管アセンブリの拡大側面図
である。
【００２０】
【図３】トランスデューサ及び導波管アセンブリが取り外された、図１に「３」と示す細
部の領域の拡大側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図１を参照すると、本開示に従って提供される止血鉗子型超音波手術用器具は、一般に
、参照番号１０によって識別されて示される。超音波手術用器具１０は、手術用超音波発
生器（図示せず）に動作可能に連結するように構成されており、一般に、２つの細長いシ
ャフト部材１１０ａ、１１０ｂと、起動ボタン１４０と、エンドエフェクタアセンブリ１
６０と、力制限ヒンジアセンブリ１８０と、トランスデューサ及び導波管アセンブリ２０
０と、を備える。
【００２２】
　各シャフト部材１１０ａ、１１０ｂは、その近位端１１２ａ、１１２ｂに向かって配設
されたハンドル１１１ａ、１１１ｂを含む。各ハンドル１１１ａ、１１１ｂは、その中に
ユーザーの指を受け入れるための指穴１１３ａ、１１３ｂを画定する。シャフト部材のう
ちの１つ、例えば、シャフト部材１１０ａは、その遠位端１１４ａから延在するエンドエ
フェクタアセンブリ１６０の顎部材１６４を含む。他のシャフト部材、例えばシャフト部
材１１０ｂは、その中にトランスデューサ及び導波管アセンブリ２００を受容するように
構成されている細長い本体１１５を画定する。細長い本体１１５は、その上に起動ボタン
１４０を取り付ける。トランスデューサ及び導波管アセンブリ２００は、細長い本体１１
５を通って着脱自在に挿入できてそれに係合してもよく、又は細長い本体１１５内に恒久
的に取り付けられてもよい。いずれの構成においても、細長い本体１１５は、トランスデ
ューサ及び導波管アセンブリ２００を内部に受容及び係合するように構成されており、ト
ランスデューサ及び導波管アセンブリ２００のブレード１６２は、細長い本体１１５の遠
位端１１４ｂから遠位に延在し、シャフト部材１１０ａの顎部材１６４に対向するように
位置付けられる。シャフト部材１１０ａ、１１０ｂは、以下に詳述するように、力制限ヒ
ンジアセンブリ１８０を介してそれぞれ遠位端１１４ａ、１１４ｂに向かって互いに連結
され、顎部材１６４がブレード１６２に対して枢動してそれらの間に組織をクランプする
ことを可能にする。
【００２３】
　図２を参照すると、トランスデューサ及び導波管アセンブリ２００は、ハウジング２１
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０と、ハウジング２１０内に配設された超音波トランスデューサ２１２、例えば圧電スタ
ックと、ハウジング２１０内に配設され、超音波トランスデューサ２１２に連結された超
音波ホーン２１４と、ハウジング２１０内で、例えば解除可能なねじ付き係合を介して超
音波ホーン２１４に連結され、ハウジング２１０から遠位に延在して、ハウジング２１０
から遠位に離間された超音波導波管２２０の遠位にあるエンドエフェクタアセンブリ１６
０の超音波ブレード１６２を画定する、超音波導波管２２０と、を備える。トランスデュ
ーサ及び導波管アセンブリ２００は、トランスデューサ及び導波管アセンブリ２００の超
音波発生器（図示せず）への接続を可能にするために、ハウジング２１０から近位に延在
するケーブル２４０を更に含む。あるいは、ケーブル２４０は、超音波手術用器具１０上
の別の好適な位置、例えばハンドル１１１ｂから延在してもよい。
【００２４】
　圧電スタック２１４は、それらの間に配置された電極と共に積み重ねられた複数の圧電
素子を含み、超音波発生器（図示せず）によって提供され、ケーブル２４０（図１）を通
って延在するワイヤ２４２を介してそこに供給される電気エネルギーを、超音波ホーン２
１４を介して超音波導波管２２０に伝達される機械エネルギーに変換するように構成され
ている。超音波導波管２２０は次に、ブレード１６２が超音波周波数で振動するように、
超音波導波管２２０の遠位端でブレード１６２に機械エネルギーを伝達するように構成さ
れている。
【００２５】
　図１も参照すると、トランスデューサ及び導波管アセンブリ２００は、ハウジング２１
０上に配設され、ハウジング２１０及びケーブル２４０を通って超音波発生器（図示せず
）まで延在するワイヤ２５２に電気的に結合された外部接点２５０を更に含んでもよい。
接点２５０は、シャフト部材１１０ｂの細長い本体１１５内に配設され、超音波手術用器
具１０の起動ボタン１４０に電気的に結合された対応する接点１４２と嵌合し、超音波手
術用器具１０の選択的起動を可能にするように構成されている。起動ボタン１４０は、よ
り具体的には、超音波発生器からの電気エネルギーをトランスデューサ及び導波管アセン
ブリ２００に供給するための第１の位置及び第２の位置で選択的に起動可能であり、超音
波器具１０をそれぞれ低出力操作モード及び高出力操作モードで操作できる。
【００２６】
　引き続き図１及び２を参照すると、上記のように、超音波導波管２２０は、ハウジング
２１０から遠位に延在し、その遠位端においてエンドエフェクタアセンブリ１６０のブレ
ード１６２を画定する。シャフト部材１１０ａ、１１０ｂが、力制限ヒンジアセンブリ１
８０を介してそれぞれそれらの遠位端１１４ａ、１１４ｂに向かって連結しているため、
ハンドル１１１ａ、１１１ｂは、互いに対して移動し、それによって、顎部材１６４がブ
レード１６２から離間している開放位置と、顎部材１６４がブレード１６２に対してそれ
と並列配置で接近し、それらの間に組織をクランプするための閉鎖位置との間で、顎部材
１６４をブレード１６２に対して枢動させることができる。
【００２７】
　エンドエフェクタアセンブリ１６０は、ブレード１６２及び顎部材１６４を含む。ブレ
ード１６２は、直線構成又は、例えば、ブレード１６２の遠位先端部が顎部材１６４に向
かって、顎部材１６４から離れる方向に、若しくは顎部材１６４に対して横方向（いずれ
かの方向）に湾曲するように、顎部材１６４に対して任意の方向に湾曲した湾曲構成を画
定してもよい。ブレード１６２は、ブレード１６２が複数の曲線を含む、及び／又は複数
の方向に湾曲している、多湾曲構成を更に画定してもよい。
【００２８】
　顎部材１６４は、実質的に剛性の（材料及び製造公差内）顎構造体１６５を含み、これ
は、シャフト部材１１０ａの遠位端１１４ａと一体的に形成されるか、ないしは別の方法
で係合され得る。顎部材１６４は、顎構造体１６５上に支持され、ブレード１６２に対向
するように位置付けられた組織パッド１６６を更に含む。組織パッド１６６は、柔軟な材
料、例えば、ＰＴＦＥから少なくとも部分的に形成され、ブレード１６２が起動されると
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、組織のクランプを容易にし、組織上でクランプを維持するように機能する。組織パッド
１６６はまた、ブレード１６２と顎構造体１６５との間の接触を防ぐことによって、ブレ
ード１６２、顎構造体１６５、及び周囲を損傷から保護する。
【００２９】
　図１と共に図３を参照すると、上記のように、第１のシャフト部材１１０ａ及び第２の
シャフト部材１１０ｂは、力制限ヒンジアセンブリ１８０を介して、そのそれぞれの遠位
端１１４ａ、１１４ｂに向かって互いに連結されている。力制限ヒンジアセンブリ１８０
は、ピボットピン１８２及びリビングヒンジアーム１８４を含む。以下に詳述するリビン
グヒンジアーム１８４は、ブレード１６２と顎部材１６４との間にクランプされた組織に
加えられるクランプ力を最大クランプ力に制限することによって、力制限機構を提供する
ように構成されている。リビングヒンジアーム１８４を形成する材料、リビングヒンジア
ーム１８４の長さ、リビングヒンジアーム１８４の形状、リビングヒンジアーム１８４の
厚さ、及び／又はその他因子は、以下に詳述するように、クランプ力を所望の最大クラン
プ力に制限するための定荷重ばねとして作用するリビングヒンジアーム１８４が得られる
ように調整される。
【００３０】
　リビングヒンジアーム１８４は、第１の端部１８５及び第２の端部１８７を含む。リビ
ングヒンジアーム１８４の第１の端部１８５は、シャフト部材のうちの１つ、例えば第２
のシャフト部材１１０ｂの細長い本体１１５と一体的に形成されるか、ないしは別の方法
で係合され、リビングヒンジアーム１８４の第２の端部１８７は、ピボットピン１８２を
介してシャフト部材の他方、例えば第１のシャフト部材１１０ａに枢動可能に連結される
。第２の端部１８７は、より具体的には、第１のシャフト部材１１０ａの一方の側に配設
されてもよく、又は、リビングヒンジアーム１８４の第２の端部１８７を通って画定され
る枢動開口部１８８が、第１のシャフト部材１１０ａを通って画定される枢動開口部１１
９と整列するように、第１のシャフト部材１１０ａ内に画定されたスロット（明示的に示
されていない）内に受容されてもよい。ピボットピン１８２は、位置合わせされた開口部
１１９、１８８を通って延在し、リビングヒンジアーム１８４の第２の端部１８７を第１
のシャフト部材１１０ａと枢動可能に連結する。このようにして、第１のシャフト部材１
１０ａは、ピボットピン１８２の周りで第２のシャフト部材１１０ｂに対して移動可能で
ある。より具体的には、シャフト部材１１０ａ、１１０ｂ、のそれぞれのハンドル１１１
ａ、１１１ｂの互いに対する移動に応じて、顎部材１６４は、ブレード１６２に対して、
かつピボットピン１８２を中心に、顎部材１６４がブレード１６２から離間している開放
位置から、顎部材１６４がブレード１６２に対してそれと並列配置で接近し、それらの間
に組織をクランプするための閉鎖位置まで枢動する。特に、枢動点、例えばピボットピン
１８２の位置は第１のシャフト部材１１０ａに沿って配設されているが、枢動点は第２の
シャフト部材１１０ｂから離間している。
【００３１】
　ピボットピン１８２を中心とした第２のシャフト部材１１０ｂに対する第１のシャフト
部材１１０ａの枢動可能な移動に加えて、第１のシャフト部材１１０ａはまた、ピボット
ピン１８２を中心とした枢動とは無関係に、第２のシャフト部材１１０ｂに対しても移動
可能である。より具体的には、顎部材１６４とブレード１６２との間の組織をクランプす
るための、シャフト部材１１０ａ、１１０ｂのそれぞれのハンドル１１１ａ、１１１ｂの
互いに向かう初期移動中、シャフト部材１１０ａと１１０ｂとの間の相対運動は、ピボッ
トピン１８２の周りでの枢動である。しかしながら、顎部材１６４がブレード１６２に向
かって十分に枢動して、最大クランプ力下でそれらの間に組織をクランプするように、シ
ャフト部材１１０ａ、１１０ｂを十分に枢動させると、ハンドル１１１ａ、１１１ｂを互
いに向かって更に付勢しても、シャフト部材１１０ａ、１１０ｂの互いに対する更なる枢
動は生じず、その代わりに、リビングヒンジアーム１８４の第２の端部１８７がその第１
の端部１８５に対して移動するようにリビングヒンジアーム１８４の屈曲をもたらし、そ
れによって、顎部材１６４がブレード１６２に向かって更に枢動することなく、第１のシ
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ャフト部材１１０ａが第２のシャフト部材１１０ｂに向かって更に移動することを可能に
する。このようにして、ハンドル１１１ａ、１１１ｂが互いに向かって更に移動しても、
顎部材１６４とブレード１６２との間にクランプされた組織に更なるクランプ力を加えな
いことによって、力制限機構が実装される。
【００３２】
　使用中、上記で詳述したように、顎部材１６４とブレード１６２との間に最大クランプ
力で組織がクランプされている状態で、ブレード１６２を、例えば、起動ボタン１４０を
押下することによって起動し、トランスデューサ２１２から導波管２２０に沿ってブレー
ド１６２に超音波エネルギーを供給できる。ブレード１６２に供給された超音波エネルギ
ーを用いて、顎部材１６４とブレード１６２との間にクランプされた組織の、例えば、凝
固、焼灼、融着、封止、切開、乾燥、電気破壊などの処置を行う。そのクランプ力が最大
クランプ力を確実に超えないことにより、一貫したクランプ力を達成することができ、そ
の結果、より確実な組織処置を行うことができる。
【００３３】
　本開示のいくつかの実施形態を図面で示してきたが、それによって本開示が限定される
ことを意図するものではなく、本開示が当該技術分野で可能な限り広い範囲を対象とする
こと、及び本明細書も同様に解釈されることが意図されている。したがって、上述の説明
及び添付の図面は、単に特定の実施形態の例示として解釈すべきであり、限定するものと
して解釈すべきではない。本明細書に添付の請求項の範囲及び趣旨を逸脱しない他の修正
は、当業者ならば想到するであろう。

【図１】 【図２】
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